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厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について 

 

 

 

 

 

 

別紙 

○厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告（令和２年２月 28 日） 

 

（本省受付分：令和２年 1月 1日から令和２年 1月 31 日受付分） 

（地方受付分：令和元年 12 月 26 日から令和２年 1月 25 日受付分） 

 

 

 

令和 ２年 ２月 28 日 

【照会先】 

大臣官房総務課公文書監理・情報公開室  

 室   長 花咲 恵乃 

 室長補佐 吉川 英樹（内線 7133） 

（代表電話） 03（5253）1111 

（直通電話） 03（3595）2320 

 厚生労働省に寄せられる「国民の皆様の声」につきましては、厚生労働行政の政策改善

につながるきっかけとなるものであることから、１か月分の集計結果と現時点での対応等を

取りまとめましたので、お知らせいたします。 

  



（単位：件）

電話 メール等 計

320 13,404 13,724

10 89 99

医政局 78 141 219

健康局 632 2,426 3,058

医薬・生活衛生局 47 314 361

労働基準局 100 163 263

職業安定局 303 301 604

雇用環境・均等局 23 143 166

子ども家庭局 33 62 95

社会・援護局 98 83 181

障害保健福祉部 96 81 177

老健局 55 80 135

保険局 106 127 233

年金局 142 84 226

人材開発統括官 6 32 38

政策統括官（総合政策担当） 2 3 5

（統計・情報政策担当） 5 4 9

日本年金機構　 407 548 955

2,463 18,085 20,548

　
※ 主な国民の皆様の声は、担当部局別に次ページ以降に添付してあります。

※件数は本省受付分のみの件数になります。（国民の皆様の声コールセンター報告から集計）

 

 

 

  

 

　

合　　計

令和２年２月２８日
大臣官房総務課公文書監理・情報公開室

厚生労働省に寄せられた国民の皆様の声・集計報告

組　織　名

行政相談室
（各部局に属さないもの）

大臣官房

令和２年１月１日～１月３１日受付分

別紙
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

「診療情報の提供等に関する指針」の
内容を説明の上、医療安全支援セン
ターに相談いただくように案内した。

医師国家試験の受験資格認定について教えて
欲しいことがある。

カルテ開示について聞きたい。

提出書類と各公的機関への申請方法
について案内し、申請者自身で各機関
に問い合わせていただくよう説明した。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 医政局

令和２年１月１日～１月３１日受付分

照　会　先 総務課総務係（内線２５１７）

2



　

（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

3

①

4

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

個別の医薬品、医療機器については、独
立行政法人医薬品医療機器総合機構に
設置されている相談窓口（くすり相談窓口：
03-3506-9457。医療機器相談窓口：03-
3506-9436 ）を紹介しました。また、必要に
応じて添付文書の改定の指示などを行い
ました。
また、安全性確保の仕組みについては、薬
食審等で専門家の先生に御議論いただく
等の制度になっていることを御説明するな
どして対応しました。

患者様から医薬品副作用について御報告いただく制
度に関する御質問がありました。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
に設置されている窓口（安全性情報・企画
管理部 患者副作用報告係 kanjahokoku-
question●pmda.go.jp　）を紹介しました。
※迷惑メール防止対策をしているため、送
信の際は●を半角のアットマークに置き換
えてください。

高齢者の医薬品適正使用に関する御質問がありまし
た。

「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論
編・各論編）」を紹介するなどして対応しま
した。
「高齢者医薬品適正使用検討会」のHPは
以下のとおりです。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-
iyaku_431862.html

医薬品、医療機器の安全性に関する御質問がありま
した。

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 医薬・生活衛生局

令和２年1月１日～1月31日受付分

照　会　先 書記室　篠原

項番 内　　容
対　　応

概　　要

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
に設置されている相談窓口（くすり相談窓
口：03-3506-9457。医療機器相談窓口：
03-3506-9436 ）を紹介するなどして対応
しました。

医薬品、医療機器の副作用、不具合に関する御質問
がありました。
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 医薬・生活衛生局　生活衛生・食品安全企画課

令和2年1月１日～1月31日受付分

照　会　先
生活衛生・食品安全企画課

濃野（内線2493）

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

消費者庁にご確認頂くようご案内致し
ました。

食品衛生管理者の資格要件を確認したい。

栄養素表示について確認したい。

食品衛生管理者の資格要件について
は、厚生労働省ホームページ上で情報
提供しております。
詳細につきましては、下記の掲載内容
になります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/0000049348.html
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（主な国民の皆様の声）

分類

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 労働基準局

令和２年１月１日～１月31日受付分

照　会　先
課長補佐　　大屋（内線５５５４）

総務第二係長　　米谷（内線５５８２）

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

　歯科検診の制度及び本自主点検に
ついて説明するとともに、回答に当たっ
てのお問い合わせサポートセンターを
紹介したもの。
＜歯科検診の概要＞
　事業者は、酸等の歯又はその支持組
織に有害な業務に従事する労働者を
使用している場合は、半年に一回該当
労働者に対し歯科医師による健康診断
を実施することが義務付けられていま
す。また、常時50人以上の労働者を使
用する事業者においては、健康診断結
果を所轄の労働基準監督署に報告す
ることも義務付けられております。
＜自主点検の概要＞
 　この度、厚生労働省労働基準局安全
衛生部労働衛生課では、酸等の歯又
はその支持組織に有害な業務のある
事業場での歯科健診に対する啓蒙と実
施状況把握のため、自主点検（労働安
全衛生法に基づく対応がとられている
か、各事業場による自己確認）を行って
頂く事業を実施しております。
　自己点検結果の報告は義務ではあり
ませんが、Web回答フォーム又は郵送
（委託事業者の結果回収宛ての返信用
封筒を同封しております）にて報告に御
協力頂けますよう御願い致します。
＜サポートセンターについて＞
 　当事業に関するお問い合わせは、委
託事業者で専用の電話窓口を該当期
間中開設しております。以下のサポート
センターに問合せ頂けますよう御願い
致します。
 歯科健診実施状況の自主点検事業お
問い合わせサポートセンター
■対応時間：平日9時～17時
■対応期間：1月24日～2月25日
■電話番号：0120-954-859
 ※現在は対応を終了しています。

　厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生
課から歯科健診実施状況の自主点検事業につ
いて文書が届いたが、これはどのようなものか。

1  ①
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①
④

2

②

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

土曜開庁は、通常の時間帯にハローワー
クを利用できない方のための職業相談、紹
介、求人情報の提供のみを取り扱っている
ため、通常より少ないスタッフで対応してい
ることを、ホームページで周知することにい
たしました。

雇用保険の認定の際に、自分の番号を飛ばして次
の番号の人が呼ばれた。
担当の職員にその点を指摘すると「すみません」の一
言のみ。
無視されて待っている時間は心細いものです。順番
を間違えるなんて、たるんでいると思います。

障害者だが、土曜開庁日に相談のため訪問したが、
障害者の担当者が一人体制で待ち時間が生じた。
ホームページには土曜日は体制が異なる記述がな
かったので事前にわからなかった。
改善して欲しい。

不快な思いをさせてしまい申し訳ありませ
ん。
御指摘の点につきましては、事務処理の
内容により処理時間が異なり、順番が前後
することがあります。
順番管理には細心の注意を払っておりま
すが、併せて手続の違いにより順番が前
後することがあります。
御理解と御協力をお願い申し上げます。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 職業安定局

令和２年１月１日～１月31日受付分

照　会　先

公共職業安定所運営企画室
　広報担当官　定政（内線5682）
　広報係長　　 橋　 （内線5739）
中央職業安定監察官室
　中央職業安定監察官
　　百崎 　（内線5655）
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

財形貯蓄制度について聞きたい。 厚生労働省ホームページにある「勤労
者財産形成促進制度」を御案内いたし
ました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/0000105724.html

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 雇用環境・均等局

令和2年1月1日～1月31日受付分

照　会　先 書記室管理係（内線7804)
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 子ども家庭局

令和2年1月 1日～1月31日受付分

照　会　先 　書記室　管理係（内線4805)

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

令和元年度放課後児童健全育成事業の実施状
況調査で、設置・運営主体別実施状況につい
て、公立公営、公立民営、民立民営とあるが、公
立民営とはどういったものになるのか。（公立公
営、民立民営はわかる）

公立民営については、市町村で用意し
た建物を利用するなど、民間委託で運
営を行っているものを指す旨、説明をし
ました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①
④

2

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

民生委員の活動内容に対する疑問点のお問い
合わせがありました。

民生委員の役割や業務内容等につい
て、法令や通知等に基づき、メールや
電話を通じて丁寧に説明させていただ
きました。

法律に基づく各資格取得ルートについ
て詳細を説明し、ご了解いただきまし
た。

介護福祉士及び社会福祉士の資格取得方法に
ついて、どのような取得方法があるのか教えてほ
しい。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 社会・援護局（社会）

令和２年１月１日～１月31日受付分

照　会　先 書記室管理係（内線２８０３、２８０４）
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

公認心理師試験の受験資格となる公認心理師
法第７条第２号に規定する施設についてご照会
がありました。

公認心理師法第７条第２号に規定する
施設は、施行規則第５条第１号から第
26号までに掲げる施設であり、大学院
修了と同等以上の専門的な知識及び
技能を修得させるものとして文部科学
大臣及び厚生労働大臣が認める施設
であることをご説明しました。
また、現在の認定施設についてご説明
し、認定手続きに関する通知について
情報提供を差し上げました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 社会・援護局障害保健福祉部

令和2年1月1日～１月31日受付分

照　会　先 企画課庶務班（内線3016）
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 保険局

令和２年１月１日～１月３１日受付分

照　会　先 書記室管理係（内線3204）

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

高額療養費は健康保険の制度であり、
支給対象は保険診療に限られます。
一般的に歯科矯正治療は自由診療で
保険適用外のため、高額療養費は受
けることができません。　ただし、厚生
労働大臣が定める疾患に起因した咬合
異常に対する矯正治療等、一部には保
険診療の対象となるものがあり、この場
合は高額療養費が受けられます。

マイナンバーと国民健康保険書兼用(どちらも国民健
康保険証)できる事に成る様ですが、なぜ、マイナン
バーも国民健康保険書も、使えるようにするのか？
不思議と、目的が、わかりません。以前テレビ放送、
切り替え時、どちらも視聴できますって、やらないで、
デジタル放送へ、一本化したからこそ、テレビ視聴し
たい皆(テレビ所有者)が、テレビを買い換えましたの
が、現実。
マイナンバーと、国民健康保険書二枚使えるって、事
は、今の所用者人数、あまり変わらないと思います。
マイナンバー所有者を、増やしたいって、目的なら
ば、マイナンバーだけが、国民健康保険書です。
現在の国民健康保険書は、利用できなくなりますの
で、マイナンバー、所有するように進めれば良いと思
います。

歯科矯正治療で高額療養費を受けることはでき
ますか。

多くの医療機関でマイナンバーカードを
健康保険証として利用できるシステム
の導入が進み、マイナンバーカードを
国民の多くが取得するようになるまでの
間、仮に健康保険証が使えないと、加
入者の利便性を損なうことになります。
このため、健康保険証と併用する仕組
みとしており、まずは、できるかぎり多く
の医療機関においてシステムの導入が
進むよう、普及に取り組んでまいりま
す。
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（主な国民の皆様の声）

分類

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討中、
④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

１　公的年金制度については、保険料を負
担する現役世代の負担が過重なものとなら
ないよう、保険料の上限を固定し、国庫負
担や積立金とあわせて、財源の範囲で給
付水準を調整する仕組みを導入しており、
こうした仕組みの中で、できるだけ給付水
準を確保することができるよう取り組んでま
いります。

２　なお、年金は、稼得能力の喪失に対し
て、所得保障を行うことを目的としています
が、通常は加齢に伴って起こる稼得能力の
喪失が、現役期に障害状態となって早期に
到来することに対応した年金が障害年金で
す。
このため、障害年金の額は、老齢年金と同
水準であることを基本とし、障害等級１級の
方は、その1.25倍とするなど、特に配慮して
います。

３　また、障害基礎年金を受給している方に
は、昨年10月に創設された年金生活者支
援給付金により、障害等級１級の方には月
額6,250円、障害等級２級の方には月額
5,000円を上乗せして支給することとしてお
り、障害基礎年金とあいまって、今まで以上
に障害のある方の生活を支えてまいりま
す。

 （参考）
◎国民年金法
　　（年金額）
第三十三条　障害基礎年金の額は、七十八万九百
円に改定率を乗じて得た額（その額に五十円未満
の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以
上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切
り上げるものとする。）とする。
２　障害の程度が障害等級の一級に該当する者に
支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかか
わらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当
する額とする。

問　国民年金法第三十三条を改正し、しっかりと
した障害者の所得保障をしてほしい。

1

①

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 年金局

令和２年１月１日～１月31日受付分

照　会　先 総務課　課長補佐　河合（内線：３３１６）
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

3

①

4

①

5

④

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 行政相談室

令和２年１月１日～１月３１日受付分

照　会　先 相談係長　高橋　（内線7134）

文部科学省にご意見いただくよう、ご案
内いたしました。

お土産で海外から肉製品等を日本に持ち帰りた
いと思っているが、どのような手続きが必要なの
か。

公立中学校の部活動のあり方や教員の対応に
ついて、相談したいことがある。

動物検疫所（農林水産省所管）にお問
い合わせいただくよう、ご案内いたしま
した。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

県庁職員の家族が長時間労働をさせられて悩
んでいる。相談するところはあるか。

総務省にご相談いただくよう、ご案内い
たしました。

ペットの飼育者のマナーについて意見があるの
で、自治体を通して啓蒙してほしい。

環境省にご意見いただくよう、ご案内い
たしました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

厚生労働大臣と直接会話をして意見を言いたい
ので大臣に代わってほしい。意見の内容はその
時に申し上げる。

内容に応じて、所管部局が組織として
責任をもって御意見等を承ることを説
明し、了承を得ました。
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（参考）

　

（主な国民の皆様の声）

分類

1

2

3

4
①
④

過去に国民年金保険料の未納期間があるが、２年を
過ぎているため納付できない。今なら納付することが
できるので納付したい。２年の時効を見直して納付で
きるようにしてほしい。

公的年金等の源泉徴収票について届くのが遅い。確
定申告（還付申告）が1月初めからできるので、1月上
旬には届くようにするべきだ、とのご意見をいただき
ました。

令和元年分公的年金等の源泉徴収票に
ついては、令和元年（平成31年）中に支払
うべき年金が確定した後、令和2年1月11
日から18日にかけて順次発送しました。ま
た確定申告には、ねんきんネットから印刷
した源泉徴収票も利用可能となったことを
説明し、理解を求めました。

①
④

現行制度について説明をしたうえで、貴重
なご意見として承り、厚生労働省へ伝える
旨説明しました。

未支給年金については、死亡した受給権者と生計同
一であった一定の遺族は請求することができるが、
生計同一でない場合、相続人であっても請求するこ
とができない。相続人であれば、生計が別でも未支
給年金を請求できるように見直してほしい。

未支給年金、遺族年金および死亡一時金の請求書
の添付書類について、死亡者と請求者の関係を確認
する戸籍謄本に代わるものとして、法定相続情報証
明制度の法定相続情報一覧図の写しの添付を認め
てほしい。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 　日本年金機構

令和２年１月１日～１月３１日受付分

照　会　先

　相談・サービス推進部
　　お客様対応グループ長　　鈴木　澄子
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 米倉　克也
　　（代表電話） 03-5344-1100  （内線 3171）
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5
①
④

6
①
④

7
②
④

台風19号による災害に伴い、被災対象地域の事業
所であるため口座振替ではなく納入告知書で納付し
ている。金融機関の窓口で納付するのは手間がかか
り多くの時間を浪費している。災害の対象地域で一
律の対応とするのではなく、個別の対応ができるよう
にすべきである、とのご意見をいただきました。

台風19号による災害に伴い、被災対象地
域に所在地を有する事業所、船舶所有者
の皆様に対しましては、厚生労働省告示
に基づき、令和元年10月分以降の厚生年
金保険料等について、納入告知書での納
付をお願いしています。お客様に説明し、
理解を求めました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

年末年始に余裕ができたのでねんきんネットにアク
セスしようとしたが、メンテナンス中で利用できなかっ
た。もっと利用者目線で運用するべきだ、とのご意見
をいただきました。

「ねんきんネット」はシステムの全面入替を
行うため令和元年12月28日（正午）から令
和 2年1月7日（午前8時半）までの間、
サービス を停止させていただき、お客様
には大変ご不便をおかけしました。今後は
メンテナンス期間の縮減に努めてまいりま
す。
今までパソコン版でしか閲覧できなかっ
た、「電子版ねんきん定期便」や「年金の
支払いに関する通知書」、国民年金保険
料の追納可能月数と金額の確認が、ス
マートフォン版でも確認できるようになりま
した。今後もお客様がより利用しやすくな
るよう、改善に努めてまいります。

年金事務所に老齢年金請求の手続きに行ったとこ
ろ、なかなか案内されず30分以上待たされ不安に
なった。途中で待ち時間などの説明をして欲しかっ
た、とのご意見をいただきました。
（その他、108件の職員の接遇に関するご意見があり
ました。）

年金事務所においてお客様対応の事実
確認を行い、必要な指導等を行いました。
また、お客様が不快な思いをされないよう
親切・丁寧な対応を心掛けます。
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